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  目      次  
    

   規  則  

 ○富山県個人情報の保護に関する法律施行規則             １ 
 ○富山県個人情報保護条例施行規則を廃止する規則           ４ 

 ○富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則の一部を  
  改正する規則                            
 ○富山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正す  
  る規則                              ５ 

   告  示 

 ○会計管理者の事務の一部の委任についての一部改正           

   訓  令 

 ○富山県出納事務決裁規程の一部を改正する訓令            ６ 
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規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県個人情報の保護に関する法律施行規則を公布する。 

  令和５年３月24日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第11号 

   富山県個人情報の保護に関する法律施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）、個人 

 情報の保護に関する法律施行令（平成15年政令第 507号）及び富山県個人情報の 

 保護に関する法律施行条例（令和４年富山県条例第47号。以下「条例」という。） 

 の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （個人情報取扱事務登録簿の記載事項） 

第２条 条例第３条第１項第８号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 個人情報取扱事務を登録した年月日 

 ⑵ 個人情報取扱事務を開始し、又は変更する年月日 

毎週月.水.金曜日発行 
令和５年３月24日 

金 曜 日 
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 ⑶ 記録される個人情報の取扱いの委託の有無 

 ⑷ 記録される個人情報の電子計算機結合の方法（実施機関（条例第２条第１項 

  に規定する実施機関をいう。以下この条及び第４条において同じ。）の使用に 

  係る電子計算機と実施機関以外の者の使用に係る電子計算機その他の機器とを 

  電気通信回線で接続し、当該実施機関の保有個人情報を実施機関以外の者が随 

  時入手し得る状態にする方法をいう。）による提供の有無 

 ⑸ 個人情報が記録される主な行政文書等の名称 

 （費用負担） 

第３条 条例第４条第２項の規則で定める額は、別表のとおりとする。 

２ 開示の実施に要する費用は、前納とする。 

 （写しの送付に要する費用の納付方法） 

第４条 個人情報の保護に関する法律施行令第28条第４項の規則で定める方法は、 

 郵便切手で納付する方法その他実施機関が認める方法とする。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

 １ 文書及び図画                             
 

区分 金額 

１ 複写機（カラー複写機を除く。）により複写したもの 

 の交付（日本産業規格Ａ列３番以下の大きさの用紙によ 

 るものに限る。） 

１枚につき10円 

２ カラー複写機により複写したものの交付（日本産業規 

 格Ａ列３番以下の大きさの用紙によるものに限る。） 

１枚につき80円 

３ １又は２の方法以外の方法により複写したものの交付 当該複写したもの

の作成に要する費

用の額 

４ １、２又は３に掲げるものの送付に要する費用 当該送付に要する

郵便料金に相当す 

 る額 
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 ２ 電磁的記録 
 

区分 金額 

１ 用紙に出力したもの（これを複写機（カラー複写機を １枚につき10円 

 除く。）により複写したものを含む。）の交付（日本産  

 業規格Ａ列３番以下の大きさの用紙によるものに限る。）  

２ 録音カセットテープ（日本産業規格Ｃ5568に適合する 

 記録時間 120分のものに限る。）に複写したものの交付 

１巻につき 310円 

３ ビデオカセットテープ（日本産業規格Ｃ5581に適合す 

 る記録時間 120分のものに限る。）に複写したものの交 

 付 

１巻につき 340円 

４ フレキシブルディスクカートリッジ（日本産業規格Ｘ 

 6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。）に複 

 写したものの交付 

１枚につき 150円 

５ 光ディスク（日本産業規格Ｘ0606、Ｘ6281及びＸ6241 

  に適合する直径 120ミリメートルの光ディスクの再生装 

 置で再生することが可能なものに限る。）に複写したも 

 のの交付 

１枚につき 220円 

６ １から５までの方法以外の方法により複写したものの 

 交付 

 

当該複写したもの 

の作成に要する費 

用の額 

７ １から６までに掲げるものの送付に要する費用 

 

 

当該送付に要する

郵便料金に相当す

る額 

 備考  

  １ 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を１枚と 

   して額を算定する。 

  ２ 県以外の者に発注して写しを作成した場合における費用の額は、この表 

   に定める額にかかわらず、当該発注に係る費用の額とする。 

                              （総 務 課）  
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 富山県個人情報保護条例施行規則を廃止する規則を公布する。 

  令和５年３月24日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第12号 

   富山県個人情報保護条例施行規則を廃止する規則 

 富山県個人情報保護条例施行規則（平成15年富山県規則第78号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

                              （総 務 課）  

 

 

 富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和５年３月24日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第13号 

   富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則の一部 

   を改正する規則 

 富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則（平成17年富山県

規則第11号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

 ⑷ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年 

  法律第 117号）第２条第４項に規定する選定事業によりその全部又は一部につ 

  いて整備等をする公の施設であって、当該公の施設に係る同条第５項に規定す 

  る選定事業者に管理を行わせようとするもの 

   附 則   

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

                             （行政経営室）  
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 富山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する規則を 

公布する。 

  令和５年３月24日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第14号 

   富山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正 

   する規則 

 富山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（令和４年富山県規則第 

１号）の一部を次のように改正する。 

 様式第１号中「増築・改築」の次に「／既存」を加える。 

 様式第２号に（注意）として次のように加える。 

 （注意） 

  ４欄は、この報告の前に富山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行  

 規則第２条第１項の規定による軽微な変更の届出をしたときは、その概要につ  

 いて記入する必要はありません。                      

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規 

 則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができ 

 る。 

                             （建築住宅課）  

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第132号 

   会計管理者の事務の一部の委任についての一部改正について 

 会計管理者の事務の一部の委任について（平成19年富山県告示第 185号）の一部 
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を次のように改正する。 

  令和５年３月24日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 別表第１の１の表本庁の室課の出納員（管財課長の職にある出納員並びに警察本 

部警察相談課及び交通指導課の出納員を除く。）及び出先機関の出納員の項中「所 

属年度」の次に「、繰越区分」を加え、同表本庁の室課の出納員（管財課長の職に 

ある出納員並びに警察本部会計課及び交通指導課の出納員を除く。）の項中「保有 

個人情報の開示（富山県個人情報保護条例（平成15年富山県条例第１号）第25条第 

３項の規定による開示に限る。以下同じ。)」を「試験等の結果に係る情報の提供」 

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この告示は、令和５年４月１日から施行する。ただし、別表第１の１の表本庁の 

室課の出納員（管財課長の職にある出納員並びに警察本部警察相談課及び交通指導 

課の出納員を除く。）及び出先機関の出納員の項の改正規定は、公表の日から施行 

する。 

                              （出 納 課）  

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

訓      令 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県出納事務決裁規程の一部を改正する訓令を定め、公表する。 

  令和５年３月24日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県訓令第３号 

                                 出納局  

   富山県出納事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 富山県出納事務決裁規程（昭和53年富山県訓令第２号）の一部を次のように改正 

する。 

 別表第１出納課長の職にある出納員専決事項の欄第１号及び出納室長の職にある 
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出納員専決事項の欄第１号中「所属年度」の次に「、繰越区分」を加える。 

   附 則 

 この訓令は、公表の日から施行する。 

                              （出 納 課） 
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